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ジャスダック証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 21 年 3月 23 日提出の「改善報告書」及び平成 21 年 9 月 24 日提出の「改善

状況報告書」に記載いたしました、改善処置の実施状況および運用状況につきまして、有価

証券上場規程第 15 条の 8第 2項の規定に基づき、株式会社ジャスダック証券取引所より「改

善状況報告書」の提出を求められました。このため、当社は有価証券上場規程第 15 条の 8

第 3項の規定に基づき、本日、別紙のとおり「改善状況報告書」を株式会社ジャスダック証

券取引所へ提出いたしましたので、お知らせします。 
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Ⅰ 平成 21 年 9 月 24 日付改善状況報告書の記載事項の概要 

平成 21 年９月 24 日付改善状況報告書に記載いたしました改善報告書提出の経緯及びス

ケジュール等の概要は、以下のとおりであります。 

１．改善報告書提出の経緯 

(1)不適切な会計処理が判明した経緯 

当社では、平成 20 年 3 月期にそれまで当社の会計監査人であった清新監査法人が

任期満了を迎えたことから、平成 21 年 3 月期から監査法人ブレインワークを会計監

査人として選任いたしました。 

監査法人ブレインワークによる平成 20年 7月中旬から 8月初旬の平成 21年 3月期

第１四半期レビューに際し、平成 20 年 3 月期に売上計上を行っていた取引に係る追

加的な部品手配、または、現場作業あるいは返品手続きなどが発生したため、監査法

人ブレインワークから「当社の売上計上基準から勘案すると、検収基準を完了してい

た取引に、後日になって何故追加的な部品手配、現場作業、または返品などが発生す

るのか理解しづらい。検収書を受領しているのは確認できるが、一部の取引は形だけ

の検収書になっている可能性があると思われる。そうであれば売上計上時期が早期に

過ぎるので、平成 20 年 3 月期の売上計上分を見直してもらいたい」との指摘を受け

ました。 

そこで、平成 20 年 8 月下旬に、社内の経理処理に精通した社内の者のみで構成され

る社内調査チームによる社内調査と、利害関係のない社外有識者からなる第三者調査

委員会による第三者調査に分けて調査を実施いたしました。 

社内調査チームのメンバーは、専務取締役秦範男、管理購買本部長、事務部長の 3

名といたしました。専務取締役は管理部門（経理部門を含む）全般の統括をしており、

管理購買本部長は、当社における商品の生産全般を担当し、事務部長は経理全般を担

当していることから、この3名を選任いたしました。第三者調査委員会のメンバーは、

当社と特別の利害関係を持たない小沢剛司弁護士と間嶋順一税理士の２名を選任い

たしました。 

社内調査チームは、平成 16 年 3 月期から平成 20 年 3 月期までの 5事業年度に係る

会計処理について、平成 20 年 3 月期まで当社の会計監査人であった清新監査法人に

対して監査を依頼し、社内調査を進め、当該調査は、平成 20 年 11 月 21 日に終了い

たしました。 

当該調査結果を踏まえて、当社は平成 16 年 3 月期から平成 20 年 3 月期までの売上

高、利益などの経営指標の適正化のために、売上計上時期を以下の基準に則り見直し

ました結果、不適切な会計処理が判明したものであります。 

<過年度の売上計上時期の見直し内容> 

見直し前： 契約時或いは契約先である顧客との個別事情を考慮して、顧客と当社

の総合的判断にて検収書を受領することにより売上計上時期とした。 

見直し後： 検収書の受領時期に加えて、商品代金の受領日が契約書または注文書

の約定どおりであるとき、または許容できるときを売上時期とした。 
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(2)不適切な会計処理が行われた原因 

不適切な会計処理が行われた原因は、下記①～④に記載のとおりであります。 

①不適正な売上計上を行った経緯 

当社では、平成 15 年 9 月期から全ての商品（ただし、300 万円以上の商品に限定）

の売上計上基準を検収基準に改めました。 

しかし、当社の代表取締役会長兼社長であった高寺茂覚は、平成 16 年 3 月期から平

成 20 年 3 月期に至るまでの間、本来であれば、契約書および機械仕様書に記載され

た事項（納期、品質、性能など）について厳格なチェックを行ない、全てにおいて相

違なければ受領する検収書につきまして、そのチェックを十分に行なわなくとも検収

書を受領すれば売上計上できるものと安易に考えておりました。 

当社の前代表取締役会長兼社長は検収基準についての正確な理解をしていなかった

ため、検収書の受領を早めるように指示をいたしましたが、指示を受けた当時の専務

取締役をはじめ担当役員および担当本部長も、同様に検収基準について正確な理解を

していなかったため、前代表取締役会長兼社長の指示に何ら疑問を持たず、部下であ

る社員に対して検収書の受領を早く行なうよう指示をいたしました。指示を受けた社

員も検収基準について正確な理解をしていた者はおりませんでした。 

営業担当取締役、各担当本部長およびその他社員についても前代表取締役会長兼社

長の指示に従い、検収書を早く受領できるよう取引先に対して検収書の早期提出を依

頼しておりました。 

 

②会計に関する基本的認識の全社的な欠如 

当社は、従業員が 85 名（平成 21 年 3 月 13 日現在）と小規模の上場会社であり、経

営管理組織も会社の規模に見合った小規模のものであります。経理処理は、全て経理

部で行なっており経理部長を含め 4名体制であります。 

このような経営管理組織の中で、当社代表者である前代表取締役会長兼社長、当社

の管理部門の担当役員である専務取締役および管理部、経理部 4名の何れもが検収基

準に対する正確な理解をしておりませんでした。 

当社の経理部では、平成 20 年 3 月期まで経理処理に関する研修等を行なったこと、

または受講したこともなく、売上計上基準の変更が行なわれた平成 16 年 3 月期にな

っても、日々、出納、記帳および決算集計を、事務的に処理するのみで、主体的に会

計処理の適正性について確認を行うことはありませんでした。 

前会計監査人である清新監査法人から検収書を受領しただけでは売上計上してはい

けないと指摘を受け、討議はしたものの、結果としては、当社はその会計処理の適正

性について、会計知識が欠如しており、それを受入れる必要がないものと考えており

ました。 

 

③社内規程の未整備 

当社は、会計処理に関する社内規程として｢経理規程｣および｢販売会計取扱規程｣を

制定しております。｢経理規程｣は、昭和 44 年の制定以来、数回の改訂を行っており
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ます。しかしながら｢経理規程｣においては検収および売上計上基準について詳細な記

載を行っておらず、わずかに｢経理規程｣第 12 条(2)にて｢売上の計上 納入検収基準

とする。但し、300 万円未満の売上は工場出荷基準とする｣として規定しているのみで

あります。 

また、「販売会計取扱規程」は、昭和 50 年に｢経理規程」の下位規程として制定され

ており、直近は平成 19 年 8 月に売上計上基準および売掛金回収期間の変更(それまで

は期日を特に限定していなかったものを原則として回収予定日から1ヶ月以内に回収

すると変更)を行っております。｢販売会計取扱規程｣についても｢経理規程｣と同様に

検収および売上計上基準についての明確な規程はなく、第 4 条(3)において｢売上は、

原則として 300 万円以上は検収、その他は出荷時点にて計上する。船荷証券の交付を

受ける取引については船積み日とする｣と規定しているのみであることから、当社に

おいては、明文化された具体的な検収および売上計上基準はありませんでした。 

そのため、平成 16 年 3 月期に売上計上基準が変更されたときにも、社内では｢検収

基準｣は｢検収書を受領しさえすれば売上計上を行うことができる｣という安易な理解

が浸透してしまったものと考えております。 

 

④内部監査の未実施および形式的な監査役監査 

当社は、社員数が少数であることから、小規模な経営管理組織を構築しており、内

部監査を行う専門の部署または人員を配置してはおりませんでした。 

これまで、当社は、代表取締役会長兼社長が監査役および会計監査人と連携を密に

とっていたことから、業務監査および会計監査は適正に行っているものと考えており、

取締役会の総意として、別途、内部監査を行う必要性を認識していなかったことから、

内部監査を行っておりませんでした。 

また、会計に精通している監査役がいなかったこともあり、監査役監査が形式的に

なっていたことから、十分な監査が行われておりませんでした。 

 

(3)不適切な会計処理の影響に関する認識 

当社が公表した、過年度の有価証券報告書等の訂正内容は、投資者の投資判断の最

も基礎となるべき重要な財務指標の一つである経常利益および当期純利益の金額を

マイナスに転じせしめる内容を含むものであり、投資者の投資判断を誤らせる可能性

があったと考えております。 

また、この度の過年度の不適切な会計処理により、投資者の投資判断に影響を与え

る有価証券報告書等および決算短信等の内容が、ゆがめられていたことは、株主、投

資者並びに関係者に多大なるご迷惑をお掛けし、証券市場の信頼を損ねる結果になり

ました。 

さらに当社は、本件不適切な会計処理に関する有価証券報告書等の虚偽記載に対し

て、平成 21 年 2 月 17 日付で金融庁より課徴金納付命令を受けており、証券市場への

不信感を生み、その信頼性を著しく損なう結果を招いたと認識しております。 
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２．改善措置の状況 

平成 21年 9月 24日付改善状況報告書に記載いたしました改善項目は以下のとおり

であります。 

(1) コンプライアンスおよび会計知識等に関する教育の実施 

(2) コンプライアンス委員会の設立 

(3) コンプライアンスに関する諸規程の策定および見直し 

(4) 売上計上基準の明確化と運用の厳格化 

(5) 内部監査人の選任と内部監査業務の実施 

(6) 監査役会の経営監視機能の強化 

(7) その他、内部管理体制の構築(社外取締役の選任) 

 

３．スケジュール 

(1)改善報告書記載の改善スケジュールと実施状況 

上段：平成 21 年 3 月 23 日提出の改善報告書に記載した実施予定時期 

下段：平成 21 年 9 月 24 日提出の改善状況報告書に記載した実施または実施予定時期 

実施時期（平成 21 年） 改善項目 

（改善報告書に記載した実施

予定スケジュール） 
3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

 

 

 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 

1 コンプライアンスおよび

会計知識等に関する教育 

(4 月から 6 月まで合計 3

回～5回開催予定。7月以

降も毎月 1 回程度開催予

定) 

 実施 実施  実施  

実施 

予定 

9/28 

9 月までに 3回以上実施 2 コンプライアンスおよび

会計知識等に関するセミ

ナーへの参加、従業員へ

の周知 

(9月までに3回以上実施

予定) 

      

実施 

9/1 

9/8 

実施 

予定 

9/25 

 

 
実施 実施 実施 実施 実施 実施 

3 全従業員に対するコンプ

ライアンス教育 

(4 月以降、月に 1回以上

実施予定) 
   実施  実施 実施 

 

 
   実施   

4 コンプライアンス委員会

の設立 

(7 月下旬までに実施予

定) 
     実施  
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実施時期（平成 21 年） 改善項目 

（改善報告書に記載した実施

予定スケジュール） 
3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

実施 
 

 
     

5 倫理規程の策定 

(3 月末までに実施予定) 

 
 

 
   実施  

 

 
実施      

6 業務監査規程の改定 

(4 月初旬までに実施予

定)※業務監査規程は、内

部監査規程に名称を変更

しました 

 

 
     

10 月末ま

でに実施

予定 

 

 
 実施     

7 就業規則の改定 

(5 月初旬までに実施予

定)  

 
    実施  

 

 
実施      

8 検収基準の明確化と明文

化 

(4月 1日以降順次実施予

定) 
 実施      

 

 
実施      

9 検収書受領時の相互牽制

機能の強化 

(4 月初旬までに実施予

定) 
 実施      

 

 
実施      

10 経理規程の改定 

(4 月中旬までに実施予

定)  

 
    実施  

 

 
実施      

11 内部監査の改善 

(4 月中旬までに実施予

定) 

     
業務委託

先決定

10 月末ま

でに実施

予定 
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実施時期（平成 21 年） 改善項目 

（改善報告書に記載した実施

予定スケジュール） 
3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

 

 
  実施    

12 社外監査役の選任 

(6 月に選任予定) 

 

 
  実施    

 

実施 

(監査役

会規程)

実施 

(伝達フ

ロー) 

    

13 監査役会規程の改定 

(4 月までに実施予定) 

監査役会意見の伝達フロ

ーの策定 

(5 月下旬までに実施予

定) 

     実施  

 

 
実施      

14 購買規程の策定 

(4 月初旬までに実施予

定)  

 
    実施  

実施 
 

 
     

15 事前検収の手順に関する

工程と生産工程について

の業務フローの策定 

(3 月末までに実施予定) 
実施       

   実施    16 社外取締役の選任 

(6月までに人選が間に合

わなければ来年 6 月に選

任予定) 
      

来年 6

月まで

に選任

予定 

実施 
 

 
     

17 内部通報制度の導入 

(3 月末までに実施予定) 

 

 
    実施  

実施 
 

 
     

18 決算集計作業に関する業

務マニュアルおよびフロ

ーの策定 

(3 月末までに実施予定) 
     実施  
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(2)今後半年間の実施施策等 

実施時期（平成 21 年～22 年） 改善項目 

（改善報告書に記載した実施

予定スケジュール） 
9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

1 内部管理体制システムの

構築・運用 

（日々の運用において、

システムに修正すべき点

が発見された場合は、随

時、修正する） 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

2 役員を対象とする内部統

制システムに関する教育

の実施 

（平成22年3月まで毎月

1回実施予定） 

9/28 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

3 役員のコンプライアンス

および会計知識等に関す

るセミナーへの参加と従 

       

 業員への周知 

（セミナー内容の周知に

ついて、平成 21 年 11 月

までに合計 2 回実施予

定） 

9/25 従業員

への 

周知 

実施 

従業員

への 

周知 

実施 

    

4 従業員に対するコンプラ

イアンス教育 

（9月から11月まで合計

3回実施予定） 

(9/8 実

施済) 
 

11 月に

2回 

実施 

    

5 内部監査規程の改定 

（平成 21 年 10 月末まで

に改定し、改定後随時説

明会を開き、運用開始） 

 実施 運用 

 

   

6 内部監査の改善 

（平成 21 年 10 月末まで

に改定し、改定後随時説

明会を開き運用開始） 

 実施 運用 
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実施時期（平成 21 年～22 年） 改善項目 

（改善報告書に記載した実施

予定スケジュール） 
9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

7 監査役業務(監査計画の

策定) 

（平成21年9月末までに

策定） 

実施       

8 社外取締役の選任 

（平成22年3月までに人

選をする予定） 

      人選 
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Ⅱ 改善状況報告書提出日以降の進捗状況 

前述のとおり、平成 21 年 9 月 24 日付にて改善状況報告書を提出いたしましたが、報告

書提出日時点で未実施であった改善措置に関する当該報告書提出日以降の進捗状況は、以

下のとおりであります。 

１．改善措置の実施・運用状況 

(1)内部管理体制システムの構築・運用 

平成 21 年 9 月 24 日付の改善状況報告書提出時点におきましては、内部統制システムの

構築に着手したところでありました。その後、順次作業を進め、平成 21 年 11 月までに全

社的内部統制チェックリストおよび決算財務報告に係る内部統制チェックリストを作成、

平成 22 年 1 月までに販売プロセスおよび購買プロセスに関する業務フローチャート、業務

記述書、リスクコントロールマトリックスを作成いたしました。現在はこれらの各書類に

基づき、内部監査を実施しております。 

 

(2)役員を対象とする内部統制システムに関する教育の実施 

開催日 平成 21 年 9 月 28 日開催 

テーマ 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」の理

解（第 3回） 

出席者 代表取締役社長、取締役（3名） 

第 4回 

内 容 第 1回および第 2回に続いて「財務報告に係る内部統制の評価およ

び監査に関する実施基準」についてディスカッション形式で勉強

し、財務報告に係る内部統制の評価などについて学ぶ。 

開催日 平成 21 年 10 月 19 日開催 

テーマ 内部統制報告制度について（第 1回） 

出席者 代表取締役社長、取締役（3名） 

第 5回 

内 容 三様監査について 

内部統制についての経営者等の役割 

内部統制の不備、重要な欠陥 

開催日 平成 21 年 11 月 16 日開催 

テーマ 内部統制報告制度について（第 2回） 

出席者 代表取締役社長、取締役（3名） 

第 6回 

内 容 内部統制の限界 

会社法と金融商品取引法 

Ｊ－ＳＯＸの特徴 
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開催日 平成 21 年 12 月 14 日開催 

テーマ 内部統制報告制度について（第 3回） 

出席者 代表取締役社長、取締役（2名） 

第 7回 

内 容 全社的内部統制の評価について（実際に当社で作成した「全社的内

部統制チェックリスト」に基づいて） 

開催日 平成 22 年 1 月 8日開催 

テーマ 内部統制報告制度について（第 4回） 

出席者 代表取締役社長、取締役（2名）、管理職 

第 8回 

内 容 ３点セットの解説（実際に当社で作成した「業務フロー」、「業務記

述書」、「リスクコントロールマトリックス」に基づいて） 

開催日 平成 22 年 2 月 15 日開催 

テーマ 内部統制報告制度について（第 5回） 

出席者 代表取締役社長、取締役（2名） 

第 9回 

内 容 決算財務プロセスの評価について（実際に当社で作成した「決算財

務報告に係る内部統制チェックリスト」に基づいて） 

開催日 平成 22 年 3 月 15 日開催 

テーマ 内部統制報告制度初年度の総括（第 6回） 

出席者 代表取締役社長、取締役（2名） 

第 10 回 

内 容 内部統制報告制度初年度の状況を概観 

役員を対象とする内部統制システムに関する教育の実施状況は以上のとおりです。 

 

(3)役員のコンプライアンスおよび会計知識等に関するセミナーへの参加と従業員への

周知 

開催日 平成 21 年 9 月 25 日開催 

テーマ コンプライアンス推進者のための「コンプライアンス教育」 

実践セミナー 

出席者 代表取締役社長、情報開示担当役員 

第 3回 

内 容 コンプライアンスに関する概念の整理 

コンプライアンス・プログラムの枠組み 

コンプライアンス教育の進め方 

有効性の評価・是正とＰＤＣＡのまわし方等 

コンプライアンスおよび会計等に関するセミナーへの出席者は、セミナー資料等をも

とにして当社の業務改善に必要と思われる内容をレポートにまとめ、これを取締役会に

おいて報告するとともに社内の関係部署に配布しております。また、配布を受けた関係

部署では、レポートを基に各本部長が部署の所属の従業員に対するコンプライアンス・

会計に関して、周知徹底を図るための研修を実施しております。 
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(4)従業員に対するコンプライアンス教育 

開催日 平成 21 年 11 月 2 日開催 

テーマ コンプライアンス経営で先駆けるための知恵（第 2回） 

出席者 役員および管理職（本部長、部長、課長）（12 名） 

第 4回 

内 容 1. コンプライアンス経営の重要性 

2. コンプライアンス経営の実務 

3. 内部通報制度の周知徹底 

4. 内部通報制度によるトラブルへの対応 

開催日 平成 21 年 12 月 1 日開催 

テーマ コンプライアンス経営で先駆けるための知恵（第 3回） 

出席者 役員および全従業員（45 名） 

第 5回 

内 容 1. 第 1回・第 2回研修会の復習 

2. コンプライアンスの基本 

3. コンプライアンスによるトラブルへの対応 

開催日 平成 22 年 1 月 12 日開催 

テーマ コンプライアンス経営で先駆けるための知恵（第 4回） 

出席者 役員および管理職（本部長、部長、課長）（16 名） 

第 6回 

内 容 1. 第 1回～第 3回研修会の復習 

2. コンプライアンス違反 

3. 会社法とコンプライアンス 

開催日 平成 22 年 2 月 8日開催 

テーマ コンプライアンス経営で先駆けるための知恵（第 5回） 

出席者 役員および全従業員（44 名） 

第 7回 

内 容 1. 第 1回～第 4回研修会の復習 

2. 消費者に対するコンプライアンス 

3. 経営トップの倫理観 

4. 考えない社員 ― 失敗の法則 

開催日 平成 22 年 3 月 9日開催 

テーマ コンプライアンス経営で先駆けるための知恵（第 6回） 

出席者 役員および管理職（本部長、部長、課長）（13 名） 

第 8回 

内 容 1. 第 1回～第 5回研修会の復習 

2. 会社法－執行役員 

3. 粉飾決算 

4. グループ・ディスカッション「粉飾」 

従業員に対するコンプライアンス教育の実施状況は、以上のとおりです。 

11 月 2 日開催予定の研修につきましては予定どおり実施いたしましたが、11 月 19 日

又は 20 日開催予定の研修につきましては、講師の都合により 12 月 1 日に変更となりま
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した。 

 

（5）内部監査規程の改定 

内部監査規程の改定につきましては、内部統制システムに関する外部コンサルタ

ントと、新たに選任された監査役が協議し、平成 21 年 10 月 19 日の取締役会におい

て改定の承認予定でありましたが、再度見直しをする事となったため、平成 21 年 11

月 16 日の取締役会にて改定の承認となりました。 

この改定により、社内で行う全ての業務遂行にあたり、コンプライアンスの徹底

が図られているかの確認が強調され、法令違反行為および不正行為に対する抑止効

果が期待できるものと考えております。 

 

（6）内部監査の改善 

内部監査業務を担当する社員を 2名選任いたしました。また、改善状況報告書提出

時において作成未了でありました「内部監査の基本方針」および「内部監査業務マニ

ュアル」を平成 21 年 10 月 23 日に策定いたしました。これに基づき、内部統制シス

テムの運用チェックを主な監査項目として、内部監査業務を実施しております。 

具体的には、有価証券報告書を発行する上場会社を対象に平成 20 年 4 月 1 日以降

開始する事業年度から「内部統制報告制度」が適用されており、経営者は自社の内部

統制を評価することが要求されているため、当該「内部統制報告制度」で要求されて

いる内容を優先することとし、下記の事項を実施いたしました。 

 

実施月 実施内容 主な改善状況 

全社的な内部統制の整備状況に関する

評価 

 「統制環境」、「リスクの評価と対

応」、「統制活動」、「情報と伝達」、「モ

ニタリング」及び「ＩＴ（情報技術）

への対応」の 6 つの基本的要素につ

いて、整備状況を確認いたしました。

内部監査時には、「統制活動」につ

いての文書化（業務フローチャー

ト、業務記述書、リスクコントロー

ルマトリックス）が未了でありまし

たが、平成 22 年 1 月に文書化が完

了いたしました。又、「ＩＴへの対

応」では、社内における情報の取り

扱い等が明確でなかったため、「情

報セキュリティ取扱規程」を整備

し、これに沿った運用を行うように

いたしました。 

決算・財務報告に係る業務プロセスの

整備状況に関する評価 

平成 21

年 9 月 

 担当者の判断だけではなく全社的な

観点で評価することが適切と考えら

れる業務プロセスについて、整備状

況を確認いたしました。 

担当者が作成した資料について、そ

の承認過程が不明確であったため、

承認印を押印することで責任を明

確にするようにいたしました。又、

社内で利用されている「表計算ソフ

ト」の管理も不十分であったため、

計算式の検証、アクセス制御、変更

管理、バックアップ等の対応につい

て周知を図りました。 
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実施月 実施内容 主な改善状況 

平成22

年 1 月 

「販売取引」及び「購買取引」の文書

化について、業務フローチャート、業

務記述書、リスクコントロールマトリ

ックス、及び使用されている各種帳票

を入手し、整備状況を確認いたしまし

た。 

リスクコントロールマトリックス

にて、内部統制上の要点が識別さ

れ、今後実施する内部監査によっ

て、当該運用状況を評価できる体制

が整っていることを確認できまし

た。 

「販売取引」及び「購買取引」に関す

る運用状況の評価 
平成22

年 2 月 
 内部統制における要点が適切である

かを評価するために、サンプルテス

トを実施いたしました。 

今回実施したサンプルテストでは

特段の指摘はありませんでした。 

 

（7）監査役業務（監査計画の策定） 

改善状況報告書提出時において作成未了でありました「監査計画」を平成 21 年 9

月 30 日に策定いたしました。これに基づき、監査役監査を実施しております。 

具体的には、下記の事項を実施いたしました。 

実施月 実施内容 主な改善状況 

平成22

年 2 月 

作業伝票記入方法の調査 

 現状の記入方法では、製造番号全体

での時間集計はされていますが、各ア

ッセンブリ（機械部品一式）等の細分

化された集計が不可能につき、作業伝

票の空欄部品にユニット大分類の記号

を記入することを提案しました。 

作業伝票の記入は全員スムーズに

行なっていて集計する側の準備が

でき次第、細分化集計がスタート出

来るようになりました。（3 月分の

作業伝票記入を試行月としていま

す。） 

「販売取引」及び「購買取引」に関す

る運用状況の評価 
平成22

年 2 月 
 内部統制における要点が適切である

かを評価するために、サンプルテス

トを実施いたしました。 

今回実施したサンプルテストでは

特段の指摘はありませんでした。 

 

（8）社外取締役の選任 

社外取締役の選任につきましては、平成 22 年 6 月下旬に開催予定の定時株主総会

に選任議案を付議すべく、候補者の人選にあたっているところであります。現時点で

は候補者は決定しておりませんが、適任者を候補者とすべく努力してまいります。 

 

 (追加実施事項) 

 コンプライアンス委員会の開催 

第 1 回コンプライアイアンス委員会を平成 21 年 10 月 8 日に開催いたしました。内容

は、内部通報がされた場合の対応について、またコンプライアンス委員会に直接関係す

るコンプライアンス委員会規程、内部通報規程、倫理規程、就業規則の懲戒項目につい

ての説明を行いました。 
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２．スケジュールおよび今後の課題 

（1）改善状況報告書記載の改善スケジュールと実施状況 

  下表各項目に記載した実施の時期は、上段・下段で区別しております。 

  上段：平成 21 年９月 24 日提出の改善状況報告書に記載した実施予定時期 

  下段：本改善状況報告書提出日までの実施状況及び今後の実施予定時期 

実施時期 

平成 21 年 平成 22 年 

改善項目 

(改善状況報告書に記載し

た実施予定スケジュール) 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

1 内部管理体制システム

の構築・運用 

（日々の運用におい

て、システムに修正す

べき点が発見された場

合は、随時修正する） 
実施 実施 実施 実施 実施 実施 

実施予

定 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

2 役員を対象とする内部

統制システムに関する

教育の実施 

（平成 22年 3月まで毎

月実施予定） 
実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

実施 

従業員

への周

知実施

従業員

への周

知実施

    

3 役員のコンプライアン

スおよび会計知識等に

関するセミナーへの参

加と従業員への周知 

（セミナー内容の周知

について、平成 21 年 11

月までに合計 2 回実施

予定） 

実施 

従業員

への周

知実施

従業員

への周

知実施

    

実施  
2 回 

実施 
    

4 従業員に対するコンプ

ライアンス教育 

（9 月から 11 月まで合

計 3回実施予定） 実施  実施 実施 実施 実施 実施 

 実施 運用  
 

  
5 内部監査規程の改定 

（平成 21 年 10 月末ま

でに改定し、改定後随

時説明会を開き、運用

開始） 

  実施 運用 
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実施時期 

平成 21 年 平成 22 年 

改善項目 

(改善状況報告書に記載し

た実施予定スケジュール) 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 実施 運用  

 

  

6 内部監査の改善 

（平成 21 年 10 月末ま

でに改定し、改定後随

時説明会を開き運用開

始） 

 実施 運用  運用 運用  

実施   
  

  
7 監査役業務（監査計画

の策定） 

（平成 21年 9月末まで

に策定） 
実施   

  
運用  

 
  

  
 人選 

8 社外取締役の選任 

（平成 22年 3月までに

人選をする予定）  
  

  
 

候補者

人選中

 

（2）改善状況報告書提出後の経営者の評価 

当社は、平成 21 年 3 月 23 日に提出した改善報告書に則り、上場企業として適切な企

業運営を行うため改善措置を実施し、途中経過における実施状況について、平成 21 年 9

月 24 日に改善状況報告書を提出いたしました。当該改善状況報告書に記載されている

改善措置につきましては、実施等が遅れていたものがございましたが、本改善状況報告

書 15 から 16 ページに記載のとおり、おおむね計画どおりに進行しております。 

① コンプライアンスおよび会計知識等の充実に向けた対策に関しましては、代表取締

役をはじめとする役員および幹部社員、一般社員を対象とした研修を計画どおりに

実施いたしました。 

② 社外で開催されるコンプライアンスおよび会計等に関するセミナーに代表取締役を

はじめとする役員が参加し、セミナーに基づくレポートを出席しなかった役員、幹

部社員、一般社員への説明会を計画どおりに実施いたしました。 

③ 改善状況報告書に記載してある各種規程の制定または改訂につきましては、全て作

業を完了し、取締役会承認など必要な手続きを終え、実施済みとなっております。 

 

（3）改善状況報告書提出後の反省と今後の課題 

① コンプライアンスおよび会計知識等の充実 

代表取締役をはじめとする役員を対象とした教育、そして社外で開催されるコンプ

ライアンスおよび会計等に関するセミナーへの参加を全て実施したことにより得た知

識をもとに、運用の徹底を図ってまいります。 
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② コンプライアンスに関する諸規程の策定および見直し、売上計上基準の明確化と運 

  用の厳格化 

改善報告書および改善状況報告書に記載いたしました改善措置の全てを実施いた

しましたので、今後は諸規程およびルールが全役職員の意識の中に浸透し、行動規

範となるよう、さらに内部統制に従って各本部の社員が売上の業務記述書、業務フ

ローチャート、販売取引のＲＣＭに基づいて確認を行い、適切な売上の計上が出来

るよう努めてまいります。 

③ コンプライアンス委員会の設立、内部監査業務等の実施、経営監視機能等の実施と

内部管理体制の構築 

改善報告書および改善状況報告書に記載いたしました改善措置の全てを実施いた

しましたので、それぞれを日常の業務に取入れて各本部及び全員が理解し実施でき

るように、今後は更なる周知徹底を図ってまいります。 

 

３．おわりに 

当初、各改善措置については、本改善状況報告書 6～8ページに記載いたしましたよ

うに、緊急を要する改善措置を先ず優先して策定し実施いたしました。それ以外の各

改善措置については、平成 21 年 3 月 24 日に、ただ一人の代表取締役であった会長兼

社長の突然の辞任に伴う後任役員人事および新たな経営方針の再構築を完了したのち、

方針を検討、決定することとしたため、平成 21 年 9 月 24 日に提出した改善状況報告

書では、実施した項目は計画項目の約 28％でありました。そこで当社は、未実施改善

項目の完全実施に向けて、この遅れを取り返すべく代表取締役社長をはじめとする役

員と社員は、改善項目の実施を日常業務より優先させることにいたしました。 

また、本改善状況報告書に記載いたしましたように、各改善措置について実施を開

始いたしましたので、今後は運用を徹底させるとともに、規程につきましては法令の

改正などに合わせて改訂し、当社の実情にそぐわないことが判明したときにも改訂す

ることとし、経営や業務遂行の現場に適したものにいたします。 

さらに、社外で開催されるコンプライアンスに関するセミナーあるいは、社内で実

施した社外講師を招いての教育に関し発生する諸費用についても、内部管理体制の完

全確立にとって最重要であるとの認識に立ち、優先的に予算として計上いたしました。 

構築した内部管理体制の持続的な運用と、策定あるいは改定した諸規程の適用によ

って、コーポレートガバナンスの質を高め、過去において行った不適切な会計処理な

どが再発しないコンプライアンスを重視する企業風土を醸成し、当社の株主、投資家

をはじめとするステークホルダーの皆様からの信頼を回復し、更に信頼を高めること

について努力いたします。 

 

以 上 


